
 

 

 

 

 

 

 

 協議事項の確認について  

 ≪子ども・子育て会議について≫ 
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三沢市家庭福祉課 

資料 １ 



１ 子ども・子育て会議について  
 

《設 置》 
   三沢市では、平成２７年度に本格施行予定の「子ども・子育て支援新制度」の導入に向け、必要な事項を調査審議していただく  
  ために、子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第７７条の規定に基づく審議会として、「三沢市子ども・子育て会議条例」 

に基づき「三沢市子ども・子育て会議」（以下「会議」という。）を設置した。 
 
《役 割》 

    会議は、市町村子ども・子育て支援事業計画へ、子育て当事者の意見を反映させること、市町村における、子ども・子育て支援 
   施策が地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえた計画となっているか。また、その実施状況についても調査審議し、継続的に 

点検・評価・見直しを行っていくこと。 
 
《協議事項》 

    市町村長は、法の規定に基づき、以下の事項について会議の意見を聴くこととされており、また、会議の所掌事務としても、法 
第７７条１項により当該事務を処理することとなっている。 

  
１ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。     

《法第３１条第２項》 
市町村長は、特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１項の審査会 
その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を聴かなければならない。 

 
２ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。     

《法第４３条第３項》 
市町村長は、特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１項の審査会 
その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を聴かなければならない。 

 
３ 市町村子ども・子育て支援事業計画に関すること。        

《法第６１条第７項》 
            市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第７７条 

第１項の審査会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を聴かなければならない。 
 

４ 市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施 
  状況を調査・審議すること。 


